
第８９０回宮城県教育委員会定例会日程

日 時：平成２９年２月１０日（金）午後１時３０分から

場 所：県行政庁舎１６階 教育委員会会議室

１ 出 席 点 呼

２ 開 会 宣 言

３ 第８８８回教育委員会会議録の承認について

４ 第８８９回教育委員会会議録の承認について

５ 第８９０回教育委員会会議録署名委員の指名

６ 議 事

第１号議案 新県立高校将来構想第３次実施計画について （教 育 企 画 室）

第２号議案 職員の人事について （教 職 員 課）

第３号議案 宮城県指定文化財の指定及び解除について （文化財保護課）

第４号議案 宮城県多賀城跡調査研究委員会委員の人事について （文化財保護課）

第５号議案 東北歴史博物館協議会資料収集専門部会委員の人事について （文化財保護課）

第６号議案 宮城県文化財保護審議会部会委員の人事について （文化財保護課）

７ 専決処分報告

（１）第３５９回宮城県議会議案に対する意見について （総 務 課）

８ 課長報告等

（１）県教育委員会ホームページの改ざんについて （教 育 企 画 室）

（２）平成２９年度宮城県公立高等学校入学者選抜に係る前期選抜及び連携型選抜 （高 校 教 育 課）

等の合格状況について

（３）宮城県美術館リニューアル基本構想（最終案）について （生 涯 学 習 課）

（４）「政宗が育んだ“伊達”な文化」日本遺産認定記念シンポジウムの開催 （文化財保護課）

について

９ 資料（配付のみ）

（１）教育庁関連情報一覧 （総 務 課）

（２）スマホ・携帯の使用について注意喚起を図るリーフレット （教 育 企 画 室）

（３）平成２９年３月高等学校卒業予定者の就職内定状況（１月末現在） （高 校 教 育 課）

（４）みやぎ総文２０１７「ニュースレターＮｏ．１１」 （全国高校総合文化祭推進室）

（５）東北歴史博物館特別展「世界遺産ラスコー展」 （文化財保護課）

１０ 次回教育委員会の開催日程について

１１ 閉 会 宣 言



 

 

 

 

第１号議案 

 

新県立高校将来構想第３次実施計画について 

 

新県立高校将来構想第３次実施計画について，別冊のとおり決定する。 

 

平成２９年２月１０日提出 

 

宮城県教育委員会教育長  髙 橋   仁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１号議案 
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新県立高校将来構想第３次実施計画の概要 

 

１ 第３次実施計画の位置づけ 

  第３次実施計画は，平成２３年度から平成３２年度までの１０か年を期間とする新

県立高校将来構想（以下「新将来構想」という。）を着実に推進するため，平成２９

年度から平成３２年度までの４年間における県立高校教育改革の具体的な取組を示す

ために策定するもの。 

  実施計画については，基本的な計画期間を５年間とし，１～３次に分けて策定する

こととしており，社会情勢の変化や高校教育改革の取組に係る成果・課題等の検証結

果等を速やかに次の実施計画に反映できるよう，原則として３年ごとに見直しをする

こととしている。 

  なお，学科編成・学校配置の見直しは，実施計画において実施概要を公表した上で

進めることを基本とするが，実施計画に記載のないものであっても，実施準備に速や

かに着手する必要がある場合，実施概要を実施計画に準じた形で個別に公表した上で

実施準備に着手する。 

 

  第１次実施計画期間 平成２３年度～平成２７年度（公表時期 平成２１年度） 

  第２次実施計画期間 平成２６年度～平成３０年度（公表時期 平成２４年度） 

  第３次実施計画期間 平成２９年度～平成３２年度（公表時期 平成２８年度） 

 

２ 第３次実施計画策定の視点 

  平成２２年３月に策定した第１次実施計画及び平成２５年２月に策定した第２次実

施計画をもとにしながら，新将来構想策定後に発生した東日本大震災以降に生じた課

題や社会情勢の変化，宮城県震災復興計画で示された復興の方向性，さらには，教育

振興基本計画や産業教育審議会の提言等を踏まえ検討を行った。 

 

３ 第３次実施計画の主なポイント 

 （１）中学校卒業者数及び必要学級数の見通し 

    学校再編や学級減の検討の基礎となる１０年間（平成２３年度～平成３２年度）

の地区別の中学校卒業者数について，統計調査に基づき算定して示した。 

    この試算によると，中学校卒業者数は，１０年間の全県ベースでは，約 2,800

人減少する見通しであり，全日制公立高校の必要学級数は平成３２年度までに 35

学級減少する見通しである。 

 

① 各地区の中学校等卒業者数の見通し（中等教育学校を含む。社会増減を考慮したもの。） 
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  ② 各地区の必要学級数の見通し（公立高校全日制課程） 

   (注)地区ごとの学校配置等の検討の参考とするため，試算したものであり，確定したものではない。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【参考】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）学校配置計画・学科改編 

 

   ① 本吉地区における高校の再編 

     本吉地区では，平成２６年度から平成３２年度までに中学校卒業者数が約

200 人減少する見込みであることを踏まえ，『活力維持や教育機能を十分に発

揮し得る学校規模』を維持するため，気仙沼高校と気仙沼西高校を統合し，現

行の５校体制を４校体制に再編することで，同地区をけん引する進学拠点校を

目指す。 

 

新将来構想期間(H23～H32) 

H22年 H25年 H29年 H22～29 H32年 H22～32

減少数 減少見込数

南部地区 42 41 39 △ 3 38 △ 4
中部地区 205 200 200 △ 5 196 △ 9
大崎地区 43 43 43 0 42 △ 1
栗原地区 17 16 14 △ 3 14 △ 3
登米地区 18 17 15 △ 3 15 △ 3
石巻地区 48 42 41 △ 7 38 △ 10
本吉地区 20 20 16 △ 4 15 △ 5

全県 393 379 368 △ 25 358 △ 35
※H22は第1次，H25は第2次，H29は第3次の実施計画策定の年である。

※H22年，H25年及びH29年は，実績値及び既定の計画値である。

※H22年は，中等教育学校後期課程（4学級）を含む。

　　　　　　卒業年

　地区
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（平成２８年４月） 

                                気仙沼西高校 １学級減 

 

 

 

（平成２９年４月） 

気仙沼高校 １学級減 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ② 南部地区における職業教育拠点校の新設（平成３４年４月開校） 

     産業の高度化・多様化に伴い，農業・商業等の単一の専門分野の知識や技能

だけでなく，学際的な知識や技能を併せ持ち，６次産業化を軸とした学科間連

携による発展的な専門教育を展開し地域の産業振興に貢献できる人材を育成す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※ 当再編計画の検討に当たっては，地域のニーズを踏まえた魅力ある高校づくりを推進す

るため，県教育委員会としては初めてとなる「大河原地域における高校のあり方検討会議」

を開催し，地域の方々のご意見を伺いながら検討を進めた。 

 

   ③ 水産高校の調理系学科体制への見直し 

     平成２６年度から，海洋総合科の中に調理類型を新設し，調理師養成施設と

して認定されているところであるが，調理師免許の取得に求められる高い専門

性を踏まえ，調理師養成課程について，専門的な知識を確実に定着させ，技能

を向上させるとともに，調理師としての態度や心構えを養成するなど，高校３

年間を通じたより適切な教育課程を編成するため，学科としての体制整備につ

いて検討する。 

柴田農林高校 ４学級（食農科学科１・動物科学科１・森林環境科１・園芸工学科１） 

大河原商業高校 ５学級（流通マネジメント科２・情報システム科２・ＯＡ会計科１） 

職業教育拠点校     農 業 系 学 科２学級 

                    商 業 系 学 科３学級 

                    デザイン系学科１学級 

気仙沼高校      ６学級（普通科６） 

気仙沼西高校      ３学級（普通科３） 

気仙沼高校      ６学級（普通科６） 

気仙沼西高校      ２学級（普通科２） 

気仙沼高校      ５学級（普通科５） 

気仙沼西高校      ２学級（普通科２） 

（仮称）気仙沼高校      ６学級（普通科６） 

（平成３０年４月開校） 
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（３）通信制課程の充実強化 

     美田園高校において，不登校経験者や，様々な困難を抱えた生徒の入学が増加

しており，多様な学習歴を持つ生徒に対し，学習上・生活上の困難を改善・克服

するための配慮を行うとともに，生徒一人一人の事情や特性に応じたきめ細やか

な教育支援を行う。 

      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 次期県立高校将来構想の策定について 

     次期県立高校将来構想については，現県立高校将来構想（平成２３年度から平成３２ 

年度）の期間満了に合わせ，平成３２年３月策定（構想期間：平成３３年度から平成

４２年度）の予定であったが，次の点などを考慮の上，２年前倒し（計画期間を平成

３１年度から平成４０年度まで）で策定することとし，来年度審議会を設置し，２年

間で答申をいただくよう議論を進めるもの。 

 

 【主な理由】 

  ・ 現県立高校将来構想が東日本大震災前に策定したものであること 

  ・ 教育振興基本計画の策定が前倒しされること 

  ・ 全日制において小規模校（１学年３クラス以下）は１７校を数え，生徒の教育

環境の整備充実のためにも早期に検討を始める必要があること 

 

【策定の進め方】 

県立高校将来構想のうち，学校配置計画（再編計画）の策定に当たっては，地域

のニーズを踏まえた魅力ある高校づくりを推進する観点から，『地域における高校

のあり方検討会議』を設置し，地域の関係者の意見を聴きながら進める。 

 

 【主な視点（案）】 

  ・ 人口動態から見た少子化の進展への対応 

  ・ 復興を支える人材の育成 

  ・ 地方創生への対応（学校を核とした地域力の強化） 

  ・ 施設設備の老朽化への対応 

  ・ 様々な入学動機や学習歴を持つ生徒への対応     等 

○ 学び直し対策の推進 

  学習支援員等を活用した学習の支援 

○ 遠隔地対策の推進 

  地域スクーリングの実施 

○ 学校間連携により通信制の機能の活用 

  在籍校に籍を置いたまま単位が修得できる学校間連携の取組を検討 

○ ｅラーニングの推進 

  ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した自学自習サポートやスクーリング代替の推進 
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第３号議案 

 

 

宮城県指定文化財の指定及び解除について 
 

 

 別紙文化財について，文化財保護条例（昭和５０年宮城県条例第４９号）第３条

第１項の規定により，宮城県指定有形文化財に指定し，第２２条第１項の規定によ

り，宮城県指定無形民俗文化財に指定する。 

 また，第４条第１項の規定により，宮城県指定有形文化財の指定を解除する。 

 

平成２９年２月１０日提出 

 

 

宮城県教育委員会教育長 髙 橋  仁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     

第３号議案 
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（別紙） 

 

有形文化財（建造物）の指定 
 

名 称 員数 文化財の所在地 所有者 

旧
きゅう

大沼家
おおぬまけ

住 宅
じゅうたく

 
10棟 

土地 1,204.47 ㎡ 
村田町村田 村田町 

 

 

無形民俗文化財（民俗芸能）の指定 
 

名 称 文化財の所在地 保持団体 

上沼
うわぬま

加茂流法印
かもりゅうほういん

神楽
かぐら

 登米市中田町 上沼法印神楽神議会 

松 圃
まつばたけ

虎
とら

舞
まい

 気仙沼市唐桑町 松圃虎舞保存会 

浪板
なみいた

虎
とら

舞
まい

 気仙沼市浪板 浪板虎舞保存会 

 

 

有形文化財（彫刻）の指定解除 
 

名 称 
員

数 
文化財の所在地 所有者 

木造
もくぞう

十 一 面
じゅういちめん

観音
かんのん

立 像
りゅうぞう

 1躯 東京都港区六本木 
ロンドンギャラリー

株式会社 
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答 申 書 

 

県指定文化財の指定について 

 

旧大沼家住宅  10棟 

  店（附 棟札 3枚，店巻直帳 1 冊，店普請帳 1冊），居宅，前座

敷（附 普請帳 前座敷修繕 1 冊），内蔵，新蔵（附 雛箱 1 個，

銘札 1枚），西蔵（附 銘札 1枚），味噌蔵（附 銘札 1枚），塩蔵

（附 銘札 1枚），作業場（附 棟札 1枚），門 

 土地 1,204.47平方メートル（風呂場，裏門（袖塀附属），屋敷神

（玉垣石灯籠附属），石敷通路含む） 

＊詳細は別紙 

 

旧大沼家住宅は，豪商・大沼正七の屋敷で，村田町村田伝統的建造物群保存

地区の南に位置する。屋敷は，南北に走る本町の通りに直交した短冊状の敷地

に，表通りに面して店を配し，その背後に居宅，内蔵が続き，さらに奥に新蔵，

西蔵，味噌蔵，塩蔵が並ぶ。村田の他の商家と同様，諸建造物を敷地北側に寄

せ，南側に村田石の石敷通路を通す。さらに，この通路の表通り並びに裏通り

に面してそれぞれ門と塀を構える。このほか，屋敷南側の余地には，前座敷，

作業場，風呂場，屋敷神が残る。 

諸建造物の建築年代は，江戸後期から昭和前期に及ぶ。店，居宅，前座敷，

門は，村田町村田の地域的な特徴を有しながら，豪商としての家格を示す。土

蔵群は，その機能や建造物自体の格により，屋根材，外壁，鉢巻，柱間等に違

いが見られ，総じて居宅に近いほど手の込んだ造りを見せる。 

旧大沼家住宅は，江戸期から昭和前期に栄えた豪商屋敷の主要な建造物並び

に構成要素がほぼ揃い，村田町村田における商家の様相を確実に伝えている。

商家としての主要建造物の残存数と保存状況は宮城県内随一であり，加えて屋

敷内諸建造物の建築年代が明らかな点においても学術的並びに歴史的価値は高

い。 

以上のことから，旧大沼家住宅 10 棟並びに土地は本県にとって貴重であり、

建築年代を示す諸資料とともに宮城県指定有形文化財（建造物）に指定するこ

とが適当である。 
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旧大沼家住宅 
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答 申 書 

 

県指定文化財の指定について 

 

上沼加茂流法印神楽 

 

上沼加茂流法印神楽は、法印神楽の３つの流派（「浜神楽」「三輪流神楽」「流

神楽」）のうち「流神楽」に分類されるものである。 

現地に伝わる後世の記録によると、旧上沼村の妙覺院という修験院が「流神

楽」を伝習し、春・秋の神社の祭礼において奉納してきたが、享和年間（1801

～1803）東叡山の楽師・峻覺によって、新たな所作・形式等が加えられ、三十

三番に組み立てて伝承してきたのがはじまりという。また別の所伝によると、

旧上沼村の妙覺院の神楽は、寛保年間（1741～1744）現岩手県一関市藤沢町西

口に比定される「西口」より伝承されたことから「西口流」と呼ばれていたと

いう。それに延享 3年（1746）京都加茂出身の楽師・峻覺が、「西口流ノ神楽」

に「十二番ノ神楽」を伝え、「加茂流」と称するようになったとある。 

明治維新を迎え修験院の解体により一時衰退したが、大正 5 年に上沼八幡神

社氏子に伝承され復活した。その後戦争により一時中断したものの、昭和 40年

代に上沼青年学級が古老から神楽を伝習し、昭和 47年に「上沼神楽研究会」が

組織された。昭和 61年には「上沼法印神楽神議会」に改称し現在に至る。 

「流神楽」は、その殆どが途絶え、現在伝承しているのは日高見流浅部法印

神楽（県指定無形民俗文化財）と、この上沼加茂流法印神楽のみで、文化財と

しての希少価値は高い。本神楽の舞人・楽人は両手中指に九字紙を結び、舞は

特殊な足踏みの型を行い、手印を結ぶことから修験の手法に基づいた様式をも

っており、芸能化されない本来の神楽舞が継承されている。また多くの無形民

俗文化財の保持団体が構成員の高齢化に苦慮しているなか、当団体には２０代

から４０代の会員が所属しており、伝承活動における団体の熱意と努力が見て

取れる。 

以上により、上沼加茂流法印神楽は芸態に近世以来の古態を残しながら、現

在も活発な活動を行っていると評価することができ、本県にとって貴重であり、

宮城県指定無形民俗文化財（民俗芸能）に指定することが適当である。 
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上沼加茂流法印神楽 
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答 申 書 

 

県指定文化財の指定について 

 

松圃虎舞 

 

虎舞は、岩手県大船渡地域及び三陸沿岸に広く伝承されている大梯子を用い

た風流系の芸能である。とりわけ気仙沼市域には７つの虎舞が伝わっており、

県内で最も虎舞が盛んな地域である。 

松圃虎舞は旧唐桑町に伝承されたものである。本虎舞の由来は定かではない

が、「虎は千里往って千里還る」の謂われに因み吉兆の験と解され、御崎神社（気

仙沼市唐桑町崎浜に所在）に奉納されてきたものであるといわれる。 

明治 22年、松圃地区の畠山八之助が、岩手県気仙郡末崎村（現大船渡市末崎

町）にある熊野神社の梯子虎舞を見聞して以来、地元の若者とともに伝習した。

また同 28年には、御崎神社へ梯子虎舞を奉納している。戦後は「松圃虎舞舞踊

団」と称し、女子の手踊りを加えて一層華やかなものにした。現在は、昭和 57

年に発足した「松圃虎舞保存会」に伝承されている。 

本虎舞は、笛と大小の太鼓が奏でるテンポのよい打囃子にあわせて、12 メー

トルの大梯子に、虎囃子（虎の先導役）と 2 人立ちの虎が登って演じる勇壮な

舞が特徴である。松圃地区の郷社である御崎神社の例祭に、航海安全や大漁を

祈願として奉納されてきたもので、当地の生活と結びついて発展してきた芸能

である。また虎頭は、獅子頭に近い形相をもつことから、岩手県の根崎・末崎

虎舞で継承されてきたものの流れを汲み、古態を今に伝えている。そのため岩

手県大船渡地域・三陸沿岸から宮城県への伝播過程・発展形態を知る上で、本

虎舞の存在形態は重要である。また保存会の伝承活動は、地元の学校教育と連

携して行われており、本虎舞の伝承基盤は確立していると判断する。 

以上により、松圃虎舞は芸態に発祥地以来の古態を残しながら、現在も活発

な活動を行っていると評価することができ、本県にとって貴重であり、宮城県

指定無形民俗文化財（民俗芸能）に指定することが適当である。 
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松圃虎舞 
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答 申 書 

 

県指定文化財の指定について 

 

浪板虎舞 

 

虎舞は、岩手県大船渡地域及び三陸沿岸に広く伝承されている大梯子を用い

た風流系の芸能である。とりわけ気仙沼市域には 7 つの虎舞が伝わっており、

県内で最も虎舞が盛んな地域である。 

浪板虎舞は旧気仙沼に伝承されたものである。本虎舞の由来は定かではない

が、「虎は千里往って千里還る」の謂われに因み吉兆の験と解され、飯綱神社（気

仙沼市浪板に所在）に奉納されてきたものであるといわれる。 

本虎舞は浪板地区の郷土芸能として受け継がれてきたが、昭和 41年本虎舞の

保存・伝承を目的として、「浪板虎舞保存会」が発足した。なお構成員は、浪板

１区・２区の両行政区に居住する全戸世帯である。 

本虎舞は、笛と大小の太鼓が奏でるテンポのよい打囃子にあわせて、約 15メ

ートルの大梯子に、虎バカシ（虎の先導役）と 3 人立ちの虎が登って演じる勇

壮な舞が特徴である。虎舞は、岩手県大船渡地域及び三陸沿岸地域が発祥とさ

れるが、宮城県内における虎舞の発展形態を知る上で、本虎舞の存在形態は重

要である。本虎舞は、浪板地区の郷社である飯綱神社の例祭に航海安全・大漁

祈願として奉納されてきたもので、地域社会と結びついて発展してきた芸能で

ある。そのため地区一体となった保存会が組織されており、次世代への継承が

顕著に見られる。 

以上により、浪板虎舞は宮城県内における虎舞の発展形態のひとつを示すも

のであり、現在も活発な活動を行っていると評価することができ、本県にとっ

て貴重であり、宮城県指定無形民俗文化財（民俗芸能）に指定することが適当

である。 
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浪板虎舞 
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答 申 書 

県指定文化財の解除について 

 

木造十一面観音立像 

 

宮城県指定有形文化財（彫刻）「木造十一面観音立像」は、宮城県内在住の旧

所有者から、東京都在住の現所有者への所有権及び物件の移転が確認された。  

 県指定文化財の県外移転により，県として指定継続し，保護する必要性が失

われることとなった。 

以上により、「木造十一面観音立像」の指定は解除することが適当である。 
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木造十一面観音立像 
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第３５９回宮城県議会議案に対する意見について 

 

 第３５９回宮城県議会（平成２９年２月定例会）に提案される下記議案について，

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条

の規定により知事から意見を求められたので，教育長に対する事務の委任等に関す

る規則（昭和３１年宮城県教育委員会規則第１２号）第３条第１項の規定により，

平成２９年２月８日専決処分し，異議のない旨回答した。 

よって同条第２項の規定により報告する。 

 

記 

 

１ 予算議案 

  平成２９年度宮城県一般会計予算 

２ 予算外議案 

(１)職員定数条例の一部を改正する条例 

(２)地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

(３)各種使用料及び手数料の改定に関する条例 

(４)手数料条例の一部を改正する条例 

(５)県行政に係る基本的な計画の策定について（第二期宮城県教育振興基本計画） 

(６)県行政に係る基本的な計画の廃止について（宮城県教育振興基本計画） 

 

 

平成２９年２月１０日提出 

 

 

          宮城県教育委員会教育長  髙 橋   仁     

専決処分報告(１) 
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【予算の概要】

【主な事業】

（１）豊かな人間性と社会性の育成
　①学力向上推進事業（義務教育課・高校教育課）イ　志教育支援事業（義務教育課） 　17,982千円 
　②進学重点校学力向上事業（高校教育課）ロ　高等学校「志教育」推進事業（高校教育課） 10,902千円 
　③宮城県学力・学習状況調査事業（義務教育課）ハ　進路達成支援事業（高校教育課） 　3,795千円 

ニ　みやぎアドベンチャープログラム事業（高校教育課・生涯学習課） 1,161千円 
ホ　教育相談充実事業（義務教育課） 558,244千円 
ヘ　高等学校スクールカウンセラー活用事業（高校教育課） 167,060千円 
ト　いじめ・不登校等対策推進事業（義務教育課） 320,217千円 
チ　いじめ・不登校等対策強化事業（高校教育課） 90,434千円 
リ　みやぎ子どもの心のケアハウス運営支援事業（義務教育課） 167,100千円 

（２）健やかな体の育成
　①ＩＣＴ利活用向上事業（教育企画室）イ　基本的生活習慣定着促進事業（教育企画室） 44,682千円 

ロ　みやぎの子どもの体力・運動能力充実プロジェクト事業
　②学校運営支援統合システム整備事業（教育企画室）　（スポーツ健康課） 1,256千円 

ハ　運動部活動地域連携促進事業（スポーツ健康課） 18,911千円 

（１）確かな学力の向上
　①教育相談充実事業（義務教育課・高校教育課）イ　学力向上推進事業（義務教育課・高校教育課） 169,907千円 
　②生徒指導支援事業（義務教育課・高校教育課）ロ　進学拠点校等充実普及事業（高校教育課） 5,120千円 

ハ　児童生徒の学習意識調査事業（義務教育課） 1,000千円 
ニ　生徒の英語力向上事業（義務教育課） 5,700千円 
ホ　スーパーグローバルハイスクール事業（高校教育課） 19,446千円 
ヘ　ＩＣＴ利活用向上事業（教育企画室） 1,093千円 
ト　ＩＣＴを活用した特別支援学校スキルアップ事業（教育企画室） 12,750千円 
チ　学校運営支援統合システム整備事業（教育企画室） 56,603千円 

（２）幼児教育の充実
イ　「学ぶ土台づくり」普及啓発事業（教育企画室） 6,386千円 

目標１　自他の命を大切にし，高い志と思いやりの心を持つ，心身ともに
　　　健やかな人間を育む

目標２　夢や志の実現に向けて自ら学び，自ら考え行動し，社会を生き抜く
　　　人間を育む

一 般 会 計 ① 1,224,962,162 1,374,360,647 149,398,485 89.1%

～平成２９年度宮城県一般会計予算（当初予算）の概要～

会 計 区 分
平成２９年度

当初予算額（Ａ）
平成２８年度

当初予算額（Ｂ）
増減

（Ａ－Ｂ）

(単位：千円)

第３５９回宮城県議会（平成２９年２月定例会（当初提案分））提出
予算議案の概要【教育庁関係分】

比較
（Ａ／Ｂ）

構 成 比 （ ② ／ ① ） 15.0% 15.7% － －

う ち 教 育 庁 ② 184,002,024 215,224,628 ▲ 31,222,604 85.5%

 ②のうち物件費等
 （事務費等）

21,297,194 20,834,667 462,527 102.2%

 ②のうち人件費
 （教職員給与費等）

132,332,110 179,313,176 ▲ 46,981,066 73.8%

 ②のうち災害復旧事業費
 （災害復旧等）

19,506,786 5,676,680 13,830,106 343.6%

 ②のうち普通建設事業費
 （県立学校施設整備等）

10,865,934 9,400,105 1,465,829 115.6%
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（３）多様なニーズに対応したきめ細かな教育の推進
イ　特別支援教育システム整備事業（特別支援教育室） 1,078千円 
ロ　共に学ぶ教育推進モデル事業（特別支援教育室） 3,147千円 
ハ　特別支援学校整備事業（特別支援教育室・施設整備課） 617,482千円 
ニ　医療的ケア推進事業（特別支援教育室） 106,341千円 
ホ　障害者雇用促進事業（総務課・教職員課） 79,535千円 

（１）郷土を愛する心と社会に貢献する力の育成
イ　文化財の観光活用による地域交流の促進事業（文化財保護課） 9,200千円 
ロ　多賀城創建１３００年記念重点整備事業（文化財保護課） 27,000千円 
ハ　みやぎクラフトマン２１事業（高校教育課） 4,516千円 
ニ　みやぎ産業教育フェア開催事業（高校教育課） 4,464千円 
ホ　「地学地就」地域産業の担い手育成推進事業（高校教育課） 42,700千円 

（２）命を守る力とともに支え合う心の育成
イ　防災主任・安全担当主幹教諭配置事業（教職員課） 643,635千円 
ロ　防災専門教育推進事業（高校教育課） 17,000千円 
ハ　防災教育推進事業（スポーツ健康課） 39,400千円 
ニ　震災関連資料保存継承・公開事業（生涯学習課） 19,900千円 
ホ　学校安全教育推進事業（スポーツ健康課） 7,085千円 
ヘ　みやぎ防災ジュニアリーダー養成事業（スポーツ健康課） 3,000千円 

（１）安心して楽しく学べる環境づくり
イ　教職員ＣＵＰ（キャリア・アップ・プログラム）事業
　（教職員課） 289,387千円 
ロ　東日本大震災みやぎこども育英基金事業（総務課） 220,200千円 
ハ　被災児童生徒等就学支援事業
　（総務課・義務教育課・特別支援教育室） 2,092,930千円 
ニ　高等学校等育英奨学資金貸付事業（高校教育課） 1,140,257千円 
ホ　県立高校将来構想管理事業（教育企画室） 2,205千円 
ヘ　高等学校建設災害復旧事業（施設整備課） 19,070,992千円 
ト　校舎改築事業（施設整備課） 4,979,649千円 
チ　校舎等小規模改修事業（施設整備課） 709,501千円 

（２）家庭・地域・学校が連携・協働して子どもを育てる環境づくり
イ　みやぎらしい家庭教育支援事業（生涯学習課） 6,536千円 
ロ　協働教育推進総合事業（生涯学習課） 144,279千円 

（１）生涯にわたる学習・文化芸術・スポーツ活動の推進
イ　みやぎ県民大学推進事業（生涯学習課） 2,807千円 
ロ　生涯学習プラットホーム構築事業（生涯学習課） 491千円 
ハ　第４１回全国高等学校総合文化祭（みやぎ総文２０１７）開催事業
　（全国高校総合文化祭推進室） 259,400千円 
ニ　美術館施設整備事業（生涯学習課） 24,400千円 
ホ　広域スポーツセンター事業（スポーツ健康課） 8,998千円 
ヘ　全国高等学校総合体育大会開催事業（全国高校総体推進室） 319,400千円 
ト　スポーツ選手強化対策事業（スポーツ健康課） 124,057千円 
チ　インターハイ等強化事業（スポーツ健康課） 14,000千円 
リ　２０２０年東京オリンピック・パラリンピック強化支援対策事業
　（スポーツ健康課） 15,000千円 

目標３　ふるさと宮城に誇りを持ち，東日本大震災からの復興，そして
　　　我が国や郷土の発展を支える人間を育む

目標４　学校・家庭・地域の教育力の充実と連携・協働の強化を図り，
　　　社会全体で子供を守り育てる環境をつくる

目標５　生涯にわたり学び，互いに高め合い，充実した人生を送ることが
　　　できる地域社会をつくる
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【債務負担行為】

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

旧拓桃支援学校校舎等解体工事
（施設整備課）

平成29年4月
171,000千円

平成31年3月

小牛田高等学園屋内運動場改築工事
（施設整備課）

平成29年4月
303,000千円

平成31年3月

事 項 名 期 間 限 度 額

平成29年4月
909,000千円

平成31年3月

岩ケ崎高等学校屋内運動場改築工事
（施設整備課）

名取高等学校校舎解体工事
（施設整備課）

平成29年4月
237,000千円

平成31年3月

水産高等学校校舎等解体工事
（施設整備課）

平成29年4月
170,000千円

平成31年3月
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第３５９回宮城県議会（平成２９年２月定例会（当初提案分））提出

予算外議案の概要（教育庁関係分） 

 

 

議第 18 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議第 21 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議第 24 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職 員 定 数 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

も職員の定数及び警察官の階級別定数を改定しようとするもの 

民健施行険平成２９年４月１日 

民健所管険人事課 

○主な内容 

 １ 警察の職員   ４，３１３人→●４，２９８人（１５人減） 

２ 学校教職員  １８，９０１人→１３，７６７人（５，１３４人減） 

 

 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図 

るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係 

条例の整理に関する条例 

あ地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るた 

めの関係法律の整備に関する法律の施行に伴い，所要の改正を 

行おうとするもの 

施行あ平成２９年４月１日 

所管あ人事課，職員厚生課，教職員課 

○主な内容 

あ県費負担教職員の給与負担等が県から仙台市に移譲されることに伴う

規定の整理 

各 種 使 用 料 及 び 手 数 料 の 改 定 に 関 す る 条 例 

各種使用料及び手数料の改定を行おうとするもの 

もも施行も平成２９年４月１日等 

もも所管も循環型社会推進課，水道経営管理室，生涯学習課，あ

あああああ文化財保護課 

 

 

○対象条例 

 浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例等５条例 
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議第 25 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議第 35 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議第 36 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

各種手数料の新設を行おうとするもの 

もも施行も平成２９年４月１日 

もも所管も財政課 

 

 

○主な内容 

あ１あ教育職員免許状の授与証明書交付手数料の新設 

あ２あ耐震不足の認定を受けたマンションの建替に当たり容積率の緩 

あ１あ和を受ける際の手数料の新設 

３あ建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る手数料の新設 

あ 

 

県行政に係る基本的な計画の策定について（第２期宮城 

県教育振興基本計画） 

も 

あ第２期宮城県教育振興基本計画を策定することについて，宮 

城県行政に係る基本的な計画を議会の議決事件として定める条 

例の定めるところにより，議会の議決を受けようとするもの 

ああ所管あ教育企画室 

○計画の内容 

あ１あ計画の策定に当たって 

あ２あ本県教育の現状 

あ３あ本県教育の目指す姿 

あ４あ施策の展開 

あ５あ計画の推進 

県行政に係る基本的な計画の廃止について（宮城県教育 

振興基本計画） 

も 

あ宮城県教育振興基本計画を廃止することについて，宮城県行 

政に係る基本的な計画を議会の議決事件として定める条例の定 

めるところにより，議会の議決を受けようとするもの 

ああ所管あ教育企画室 

○廃止の理由 

あ現行計画に代わる新たな計画として第２期計画を策定するため 
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県教育委員会ホームページの改ざんについて 
 

 

 外部からの不正アクセスにより，県教育委員会のホームページの一部が改ざんされると

いう事案が発生しました。原因調査と対応のため，一時的に，ホームページを閉鎖してお

りましたが，復旧作業が終了し，ホームページの公開を再開しました。 

 

 

１ 発生事象 

県教育委員会が開設しているホームページの一部で改ざんされた文字列が表示され

るもの。 

また，改ざんされたところをクリックするとページ全体が「旗」や改ざんされた文

字列が画面に表示されるもの。 

 

２ 経 緯 

平成２９年２月５日 

１２時２９分 

 ・ホームページ改ざん情報サイトに改ざん情報が掲載 

  １５時１１分 

・震災復興企画部情報政策課よりホームページが改ざんされているとの連絡を 

受ける 

１７時３０分 

・該当するホームページを閉鎖 

平成２９年２月８日 

１０時１５分 

・復旧作業を終了し，ホームページを公開 

 

３ 影響の有無 

改ざんは，文字情報の表示のみであり，外部へ誘導されるリンクの設定やウイルス

が埋め込まれた可能性はなく，ウイルス感染や外部への情報流出の可能性はない。 

 

４ 原因と対応 

ホームページ作成ソフトの脆弱性を突いた改ざんであると判断し，脆弱性を回避す

る作業を行い，ホームページを公開した。 

なお，各学校のホームページの緊急点検を実施しているが，現時点で被害報告はな

い。 

 

５ その他 

県立学校に在籍する児童・生徒の個人情報については，インターネットに接続して

いないシステムで運用しているため，本事案による影響はない。 

課長報告（１） 
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• 2016 4 4 •

Hacked By MuhmadEmad

HaCkeD By MuhmadEmad

Long Live to peshmarga 

KurDish HaCk3rS WaS Here 

kurdlinux007@gmail.com 

FUCK ISIS ! 

MENU 
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宮城県美術館リニューアル基本構想（最終案）について 

 

１ 経緯 
宮城県美術館（以下「美術館」という。）は昭和５６年の開館以来３５年が経過

し，施設設備の劣化，老朽化への対応とともに，建設当時とは異なる社会的要請
や環境の変化への対応が求められている。 
このため，これからの美術館に求められる役割や機能を踏まえたリニューアル

の方向性について，平成２８年度末までに「宮城県美術館リニューアル基本構想
（以下「基本構想」という）」を策定することとし，有識者等８名による「宮城県
美術館リニューアル基本構想策定に係る懇話会（以下「懇話会」という。）」を設
置し，平成２７年度から検討を行ってきた。  

 
 
２ 基本構想策定までのプロセス 
 【平成２７年度】美術館の現状と課題の把握（懇話会を４回開催） 
 【平成２８年度】基本構想の取りまとめ 
   Ｈ２８．１１月 ８日  懇話会（第５回）：基本構想（案）の検討 
       １２月１４日  懇話会（第６回）：基本構想（中間案）の検討 
       １２月２３日  パブリックコメント（～１月２２日） 
                ２６名から５８件の意見 
   Ｈ２９． １月１０日  関係機関等からの意見聴取（～１月２６日） 
                市町村，社会教育施設，文化芸術関係団体， 
                美術館利用者，美術館協力会 ほか 

２月 ２日  懇話会（第７回）：基本構想（最終案）の検討 
３月中旬   基本構想策定 
 
 

３ 基本構想（中間案）からの主な変更点 
 （１）県内の美術館やアート関連施設への支援について追記 

 （別冊１７～１８ページ） 
 （２）週末等における開館時間の延長について追記    （別冊２０ページ） 
 （３）リニューアルに合わせた魅力ある作品のコレクションについて追記 

（別冊２２ページ） 
 （４）通信環境の充実（Free-Wifiの整備）について追記 （別冊２７ページ） 
 （５）多くの方々に事業面や資金面等から美術館を支えていただける「応援団」 

づくりについて追記             （別冊２９～３０ページ） 
 （６）改修工事の期間中，長期に休館する必要があることから，基本方針におい 

て詳細な年次スケジュールを定めることについて追記 （別冊３１ページ） 
 
 
４ 基本構想策定以降のスケジュール（予定） 

Ｈ２９年度   基本方針の策定（具体的な改修内容の検討） 
Ｈ３０年度～  大規模事業評価，事業手法の検討，基本設計・実施設計， 

     改修工事 
Ｈ３６年度   リニューアルオープン 
 

課長報告(３) 
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宮城県美術館リニューアル基本構想策定に係る懇話会委員名簿 

 

                             （五十音順，敬称略） 

№ 委 員 氏 名 所 属 ・ 役 職 等 備 考 

1 泉  武 夫 東北大学大学院文学研究科教授  

2 大 場 尚 文 宮城県芸術協会理事長 副座長 

3 小野田 泰 明 東北大学大学院工学研究科教授  

4 佐々木 吉 晴 いわき市立美術館長 座 長 

5 高 山  登 宮城大学理事  

6 竹 内 美惠子 第 17 次宮城県美術館協議会委員  

7 中 村 政 人 アーツ千代田 3331 統括ディレクター  

8 吉 川 由 美 
有限会社ダ・ハプランニング・ワーク 
代表取締役  

 任 期 平成２７年５月１日から平成２９年３月３１日まで 
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■関係法令等の施行により，文化芸術の社会的重要性が明確に認識されるようになった。 
■効率的，効果的に情報収集，情報発信を行う必要がある 
■外国人従業員の快適な生活環境を整備するため，克服すべき課題を整理する必要がある 
■既進出企業の新たな事業構想等をキャッチし，実現に向けた支援を継続する必要がある 

宮 城 県 美 術 館 リ ニ ュ ー ア ル 基 本 構 想 （ 最 終 案 ） の 概 要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■昭和 56 年 11 月に「博物館法」に基づく登録博物館として設置された。 

■「東北の美術館」として国内外の優れた作品を収集，展示して鑑賞の機会を提供してきた。 

■活発な教育普及活動を推進し地域における総合美術センターとしての役割を担ってきた。 

■３５年が経過し，県美術館のこれまで担ってきた役割は見直しが必要となった。 

■美術に関する県民の関心や期待が多様化し，県民ニーズへの対応が難しい状況になりつつある。 

 
１ 収集・展示： 

①美術作品の継続的・計画的な収集を行うことにより，体系的な常設展示ができるよう，コレクションを一層充実 
  ②展示環境の整備・充実（十分な展示室面積の確保，作品の特性に応じた専用スペース及び自在性のある汎用スペースの確保等） 
  ③展示・収蔵環境条件の高度化（24 時間空調システム等の整備，調光機能のついた照明機器の設置，一時保管収蔵庫の設置等） 
２ 収蔵：コレクションの充実に対応した収蔵スペース及びセキュリティ機能の確保，作品素材や形状など所蔵品の特性に応じた保存環境の整備 
３ 調査研究：基礎的な調査研究の継続及び調査研究成果の発信 
４ 教育普及： 

①開館当初から実施してきた各種教育普及プログラムや「いつでも，だれでも」利用できるオープン・アトリエの機能を充実 
②個展やグループ展など，県民の創作活動の発表及び鑑賞の場を提供 

５ 五感で楽しみ，心の潤いと交流が生まれる場：宮城県美術館のコレクションや図書を有効に活用したラウンジの整備等 
６ ユニバーサルデザイン化や地球環境への配慮：①誰もが公平に美術館の楽しさを享受できるよう，施設や設備等を充実 

②屋上太陽光発電設備や地中熱ヒートポンプの導入等により環境負荷を低減 
７ 情報発信の充実・強化：県美術館の収蔵作品や地元芸術家の創作活動状況をはじめとする関連情報の集積と発信 
８ 地方創生への貢献：県内企業等との連携を強化，美術館のポテンシャルを有効に活用しインバウンドを呼び込むことにより地域経済を活性化 

  (1)良好な立地条件と合理性のある建築物（仙台都心部からアクセス至便，管理しやすい建築物） 

(2)開館以来，35 年間の活動の蓄積（創作活動支援や教育プログラムの提供） 

(3)充実したコレクション（本県ゆかりの作家の作品等，国内外の優れた美術作品約 6,800 点を所蔵） 

(4)「いつでも，だれでも」利用できるアトリエの設置 

１ 

美
術
館
の
歩
み 

 

１ 宮城県美術館が果たすべき役割 
●基本的性格： 
「開かれた」総合美術センター的性格をも兼ね備えた美術館 

●設置の趣旨： 
多角的機能を持つ総合美術センターの役割を果たす施設 

 
◎時代の変化により新たに生まれた県民ニーズへの対応 
◎総合美術センターとして現在期待される美術館の機能と役割 
に的確に対応 

◎県社会教育施設とし「宮城県震災復興計画」や「宮城県地方 
創生総合戦略」との整合性に留意 

２ 宮城県美術館運営の基本方針 
     ●優れた美術作品を収集，展示して，広く県民に鑑賞の機会を 

提供する。 
     ●県民の積極的参加による創作活動の推進を図る。 
     ●美術に関するさまざまな体験交流の場となるよう，活発な普 

及活動を行う。 
     ●美術に関連する他の領域と連携して，文化的諸活動を行う。 

 
１ 施設整備の手法 
●既存建物の改修（増築の検討を含む。）を基本に検討 

 ●立地条件・周辺環境の優位性や建築物としての合理性・価値の高さに加えコスト面も総合的に勘案 
２ 事業手法等 
 ●維持管理業務を外部委託する従来方式のほか，指定管理方式やＰＦＩ方式などについてメリット・デメリットを検証

し，長期的に安定的かつ継続性のある手法を選択 
 ●多くの方々に事業面，資金面等から美術館を支えていただける仕組みづくりの推進 
３ スタッフの充実 
 ●学芸員の資質能力の向上と企画・マーケティングの専門職員を必要に応じ配置 
 ●ボランティアなど外部人材との連携を担うコーディネーター的スタッフを必要に応じ配置 
４ 本構想策定後のプロセス 
 ●具体的改修内容及び運営方針・運営体制を検討し，基本方針を策定 
●設計・施工者は，外部有識者を加えた委員会等により公募方式により選定 
●平成 36 年度のリニューアルオープンを目指す。基本方針において詳細な年次スケジュールを定める。 

２ 

美
術
館
を
巡
る
状
況 

継承 

(1)収集成果を反映した展示環境の充実                (2)コレクションを有効活用するための展示室の整備 
(3)国際的基準を満たす展示環境の整備                  (4)美術品に係るセキュリティ及び防災機能の充実 
(5)収蔵庫の狭隘化                               (6)近年の利用者ニーズに対応した教育普及機能・活動の充実 
(7)建物・設備の全面的な改修                      (8)アメニティの充実 
                                    (9)国内外の動向に呼応した施設機能の整備 

継承 

新たな課題や
ニーズに対応 

４ 

現
状
と
課
題 

(1)国及び県の文化芸術政策 
    イ 文化芸術の社会的重要性が明確に認識されるに至った。     ロ 学校教育における図工・美術の授業時数は減少傾向にある。 

 
(2)文化芸術を取り巻く社会状況の変化 
イ 東北各県にも県立美術館が設置された（山形県を除く）。      
ロ 県民の美術活動を行う機会は開館時に比べ充実している。    ハ 美術の表現手法やあり方は拡大，多様化している。           
ニ 公共施設には人にやさしい環境整備が求められている。     ホ 東日本大震災で被災した県民の心の復興が急務となっている。 

３ リニューアルに向けた基本的な考え方 
 （１）持てる財産・資源を最大限に有効活用 
   ・良好な立地条件と合理性のある建築設計を活かして既存建物の改修（増築の検討を含む。）を基本に検討を行う。 
 （２）他館・文化施設等との連携及び機能分担の検討 
   ・他施設との連携や機能の棲み分けを行い，県美術館の果たすべき役割・機能の再検討を行う。 
 （３）県民及び利用者からの意見の反映 
   ・リニューアルの検討過程について，県民や利用者に積極的に情報提供し，意見・要望等を聴取しながらリニューアルの方向性を検討していく。 

４ リニューアルのコンセプト 
 展示，収蔵，調査研究，教育普及など現美術館の基本機能を一層強化 ＋ 新たな機能や魅力の創出 
（１）子どもたちに豊かな体験を提供する美術館 
    次代を担う子どもたちが，美術を身近なものと捉え，美術に触れる機会を確保し，美術を楽しむきっかけづくりの場を提供する。 
     ⇒ 子どもたちの豊かな感性や創造性，知的好奇心を育む活動拠点＝「キッズ・ラボ（仮称）」を設置 
（２）人々が憩い，くつろぎ，集い，つながる美術館 
    来館者が質の高い芸術文化に触れ，その余韻を楽しみながら，ゆっくりとくつろぐことができる空間を提供する。 
     ⇒ 美術館所有のコレクション等を活用したラウンジの整備，国が推進する「ゆう活」に連動し，夏季期間・週末等の開館時間を延長 
（３）国内外の人々を魅了する美術館 
    美術館が有する資源を積極的に活用し，芸術文化の側面から地域活性化や観光振興など本県経済の発展に貢献する。 
     ⇒ 美術館を魅力ある観光資源と位置づけ，国際会議開催等におけるセミナー，レセプション会場としての利用ニーズを喚起 
（４）ともに築きあう美術館 
    新たな時代環境に即した「開かれた美術館」として県民とともに築きあい，発展し，そして親しまれる美術館を目指した業務運営を行う。 

⇒ 報道機関やボランティアなど外部人材との連携，協力することとし，ボランティア等がより活発に活動できる拠点を整備      

 
小 6： 昭和 22 年度 週 2 時間→平成 14 年度 週 1.4 時間 
中 3： 昭和 22 年度 週 2 時間→平成 14 年度 週 1 時間 

 
充足率：本館：142.5％ 記念館：124.5％ 

 

 
極めて深刻な老朽化が見られ，一刻の猶予もならない緊急的課題 

美術を楽しむきっかけ
づくりの場 

 

３ 

美
術
館
の
強
み 

 
●1980 年代に提唱された「開かれた」総合美術センター的性格を持つアートミュージアムの理念をリニューアルを機に再構築し，次のように取り組むこととした。 
■ コレクションと教育普及プログラムの連携により，20 世紀美術における表現形式，素材，技法等の革新を踏まえながら，現代にまで及ぶ美術の多様性を体感できるようにする。 
■ 次世代を担う子どもたちを対象にした「遊び」と「学び」の場となる施設とプログラムを充実し，家族連れの来訪など大人にも美術の豊かさや楽しさを感受する機会を提供する。 
■ 美術館を取り巻く豊かな自然やアクセスのしやすさを生かして，サードプレイス(※)としての美術館を念頭に，日常的に利用される美術館への進化を図る。 

●東日本大震災からの復興は，物質的な復興にとどまらず，未来を展望する勁く豊かな心を育むことであり，美術はその一助となることから，美術館のリニューアルに当たってはそのことを強く意識し，心の復興の一端を担う集いの場ともなるべく検討を重ねた。 

 
はじめに 

 

 第１章 リニューアルの背景 

(※)サードプレイス＝自宅や職場と隔絶した創造的な交流の場 

 
第 2 章 これからの宮城県美術館が目指す方向性 

 

 
第 3 章 宮城県美術館に求められる機能と役割 

 
 

第 4 章 本構想の実現に向けて 

 

 
●本構想は，美術館が開館した昭和 56 年から今日までの歩みを振り返りつつ，さまざまな状況の変化を踏まえ，リニューアルに向けて目指すべき姿を形にしたもの。 
●県民等の期待に応え，これからの時代にふさわしい，よりよい美術館になるようリニューアルに当たって，以下３点を目標に掲げる。 

(1) これまで以上にさまざまな人・情報・資源が集まり，交わり，繋がり，広がる芸術文化の拠点として生まれ変わる。 
(2) 次代を担う子どもたちが，幼い頃から美術に親しみ，楽しむことを通して，豊かな創造性や感性，自己表現力を育めるよう全力でサポートする。また，大人にも美術の豊かさや楽しさを感受する機会を提供する。 
(3) 芸術文化の力を生かし，東日本大震災からの県民の心の復興と宮城県の創造的復興に寄与する。 

●県民をはじめとした多くの方々と本構想を共有し，その実現を目指す。 

 
おわりに 

 

上質なくつろぎの空間 

国内外からの誘客促進に貢献 

ボランティア等との連携強化 
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「政宗が育んだ“伊達”な文化」日本遺産認定記念シンポジウムの開催について 

 

 

１ 主 旨 

日本遺産に認定された「政宗が育んだ“伊達”な文化」の魅力を，県民の皆様

に広く知っていただくとともに，これを活かしたまちづくりや観光振興のあり方

を考えていく。 

 

２ 開催概要 

 ・日 時：平成２９年３月２０日（月・祝） １２：３０～１６：００ 

 ・会 場：仙台国際センター 大ホール 

 ・主 催：「“伊達”な文化」魅力発信推進事業実行委員会 

 ・共 催：宮城県・仙台市・塩竈市・多賀城市・松島町 

 ・次 第：(1)開会行事 

        開会挨拶 髙橋 仁 

        （「“伊達”な文化」魅力発信推進事業実行委員会会長） 

      (2)構成文化遺産の紹介・上演 

        大沢の田植踊（仙台市泉区） 

       「政宗が育んだ“伊達”な文化」のストーリー紹介映像上映 

      (3)トークショー 

        日本遺産「政宗が育んだ“伊達”な文化」の魅力を語る 

         出演者 佐藤憲一（元仙台市博物館長）・村上新悟（俳優）  

  小日向えり（タレント）・山田晃弘（文化財保護課長） 

      (4)パネルディスカッション 

        日本遺産で地域を変えよう 

         パネラー 髙橋 仁（宮城県教育委員会教育長） 

              大越裕光（仙台市教育委員会教育長） 

              佐藤 昭（塩竈市長）・菊地健次郎（多賀城市長） 

              櫻井公一（松島町長） 

黒田尚嗣（クラブツーリズムテーマ旅行部顧問） 

         コーディネーター 本田勝之助（日本遺産プロデューサー） 

課長報告（４） 
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教育庁関連情報一覧（平成２９年１月１７日～平成２９年２月８日）  

 

 

 

 

 

 

 

１ 

 

 

 

 

 

○黒川高校がキャリア教育優良教育委員会，学校及びＰＴＡ団体等として文部科学大臣表彰を受賞  

黒川高校は，宮城県教育委員会の「志教育推進事業」「魅力ある県立高校づくり支援事業」 

「クラフトマン２１事業」を活用し，地元企業や近隣の学校・大学等と連携・協力を深める中 

でキャリア形成を図り，地域に貢献できる人材の育成に努めている。 

  その取組が認められ，第１０回キャリア教育優良教育委員会，学校及びＰＴＡ団体等として 

文部科学大臣表彰を受けた。 

  

【概 要】 

日  時：平成２９年１月１７日（火）１０：３０～１１：３０ 

  会  場：国立オリンピック記念青少年総合センター 

  受賞団体：○教育委員会の部      １１団体 

       ○小・中・高・特別支援学校 ８５校（黒川高校含む。） 

       ○団体の部          ８団体 

 

（担当：高校教育課） 

 

 

 

 

 

 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

〇みやぎ総文２０１７プレ大会（美術・工芸部門）を開催 
  平成２９年夏に宮城で初めて開催される「第４１回全国高等学校総合文化祭 

（みやぎ総文２０１７）」の「美術・工芸部門」について，本番を想定したプレ 

大会を開催した。 

 

【概 要】 

日 程：平成２９年１月１８日（水）～２２日（日） 

会 場：宮城県美術館県民ギャラリー 

内 容：県内高校生の絵画，立体，工芸，ポスター等の美術作品約６００点を展示 

    （第６９回宮城県高等学校美術展を兼ねる） 

      優秀賞受賞作品の中から，今年のみやぎ総文２０１７への出展作品を選出         

 

（担当：全国高校総合文化祭推進室） 

 

資料配付（１） 
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３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○平成２８年度宮城県防災キャンプ推進事業「地域防災フォーラムｉｎみやぎ」を開催 

 防災教育の観点に立った青少年の体験活動の推進と地域コミュニティの 

醸成を図ることを目的に実施している宮城県防災キャンプ推進事業の一環 

として，「地域防災力」を高める地域・学校・行政の連携の在り方とリーダ 

ーの役割を考える「地域防災フォーラムｉｎみやぎ」を開催した。 

 

【概 要】 

日 程 平成２９年１月１９日（木） 

場 所 東北歴史博物館 講堂 

  内 容 ○防災キャンプ事例発表（ポスターセッション） 

「地域防災力を高める」～先進的な防災キャンプから学ぶ～ 

大崎市 （発表者：大崎市古川清滝地区公民館職員） 

多賀城市（発表者：多賀城市職員，多賀城市大代地区公民館職員） 

東松島市（発表者：東松島市職員，ジュニア・リーダー） 

○パネルディスカッション 

「地域・学校・行政をつなげる力」 

～地域防災力を高めるキーパーソン（リーダー）について考える～ 

コーディネーター：野澤 令照氏（宮城教育大学学長付特任教授） 

パネリスト：上吉原良実氏（復興庁男女共同参画班政策調査官） 

佐藤 修司氏（岩沼市教育委員会参事兼学校教育課長） 

増田恵美子氏（富谷市立成田中学校ささえ隊コーディネーター）       

 

 

 

 

 （担当：生涯学習課） 
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４ 

 

 

 

 

○平成２８年度 みやぎクラフトマン２１事業 成果報告会を開催 

学校と地域の産業界が連携・協力し，最先端の技術に触れる現場実習や，熟練技能者等の第

一線で活躍している技術者による実践授業のほか，高度な技能検定等への挑戦等をとおして地

域産業の担い手として活躍できる人材を育成する「みやぎクラフトマン２１事業」で，１年間

の取組成果を発表する成果報告会を開催した。 

 

【概 要】 

期 日 平成２９年１月２０日（金）午後１時から午後４時まで 

場 所 東北歴史博物館 講堂 

出席者 １１６名（内 生徒４１名） 

内 容 実践校報告（生徒発表，発表時間８分／１校） 

    ・村田高校      今年度のクラフトマン２１事業 

・第二工業高校    アーク溶接の資格取得に向けた技術講習 

・白石工業高校    資格取得を通じて職業意識の向上へ 

・気仙沼向洋高校   向洋１０年目のクラフトマンについて 

・岩ヶ崎高校鶯沢校舎 ものづくりコンテスト宮城県大会電気工事部門に向けた 

技術講習について 

・仙台工業高校    高度熟練技能者によるものづくり指導 

・石巻工業高校    ものづくりコンテストに向けての企業技術者からの指導 

について 

・伊具高校      クラフトマン２１事業とマイスター制度の活用について 

・仙台城南高校    情報デザイン実習に係る授業支援報告 

・迫桜高校      授業支援と高大連携授業で私たちが学んだこと 

・古川工業高校    ＤＮＡによるコメの品種判別 

・登米総合産業高校  大学校及び企業との連携を通して 

・県工業高校     インターンシップの成果について 

・黒川高校      ものづくり体験教室について 

                                                     

  （担当：高校教育課） 

 

 



- 4 - 

 

 

 

 

 

 

５ 

 

 

 

 

○「仙台高等専門学校名取キャンパスラグビー部」が第４７回全国高等専門学校 

ラグビーフットボール大会で優勝 

第４７回全国高等専門学校ラグビーフットボール大会で４年連続１４度目の優勝 

を飾った仙台高等専門学校名取キャンパスラグビー部の選手及び関係者が，その報 

告のため，１月２５日（水）に県を表敬訪問した。 

【大会概要】 

大会名 第４７回全国高等専門学校ラグビーフットボール大会 

期 日 平成２９年１月４日（水）～平成２９年１月９日（月） 

場 所 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 

その他 ４連覇は大会史上初。１４度目の優勝は大会最多（宮城高専含む） 

                                    

（担当：スポーツ健康課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 

 

 

 

 

 

 

〇「伊達な献立コンクール知事賞表彰式および会食会」を開催 

 「全国学校給食週間」（１月２４日から１月３０日）にあわせ，宮城県産の地場産物を 

取り入れ，学校における食育のための生きた教材として，学校給食に活用できる献立を 

創作する「第４回宮城県学校給食『伊達な献立』コンクール」で，知事賞を受賞した登 

米市西部学校給食センターを表彰するとともに，会食をとおして受賞者を祝福した。 

【概 要】 

 期  日  平成２９年１月２６日（木） 

 場  所  県庁２階食堂 カフェテリアけやき 

 知事賞表彰 登米市西部学校給食センター 

 同時開催 （１）「伊達な学校給食フェア」 

「第４回宮城県学校給食『伊達な献立』コンクール」において入賞した７つの学校等 

の献立を日替わりで提供した。 

期 間：平成２９年１月２４日（火）から２月１日（水）まで（土日を除く） 

場 所：県庁２階食堂「カフェテリアけやき」 

      （２）パネル展示 

期 間：平成２９年 1月２４日（火）から２月１日（火）まで（土日を除く） 

場 所：県庁１階ロビー 

内 容：「第４回宮城県学校給食『伊達な献立』コンクール」で入賞した７献立のパネル 

             「平成２８年度食育推進啓発ポスターコンクール」入賞作品（県内小中学生対象）  

（担当：スポーツ健康課） 
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７ 

 

 

 

 

 

 

○みやぎ高校生フォーラムを開催 

生徒が，日々の学習や体験等を通じ醸成してきた志や将来への思いを，発表や意見交換を 

とおして共有し，自らが社会で果たすべき役割を考える機会とすることを目的に，みやぎ高 

校生フォーラムを開催した。 

【概 要】 

大会名 平成２８年度みやぎ高校生フォーラム ～私たちの志と地域貢献～ 

期 日 平成２９年１月２８日（土） 

会 場 県庁２階 講堂 

参加者 県内高等学校生徒（県立，市立，私立）約２００名，教員・保護者等約１００名 

内 容（１）ポスターセッション「各校における志教育の取組内容」 

（２）生徒実行委員による「Ｈ２９南東北インターハイ」「みやぎ総文２０１７」のＰＲ 

（３）地域貢献活動の発表 岩出山高校，黒川高校，志津川高校 

（４）意見発表「私の志」 加美農業高校，仙台二華高校 

（５）パネルディスカッション「私たちの志」 

 パネリスト校    大河原商業高校，松島高校，古川工業高校，石巻西高校 

コーディネーター校 仙台第一高校                                                 （担当：高校教育課） 

 

 

 

 

 

 

 

８ 

 

 

 

 

 

 

 

○仙台ベルフィーユのホームゲームで南東北インターハイをＰＲ 
 １月２８日（土）に仙台市青葉体育館で行われた女子バレーボールクラブ 
チーム「仙台ベルフィーユ」のホームゲームで，高校生活動推進委員の生徒 
が南東北インターハイのＰＲ活動を行った。 
会場内にＰＲブースを設置し，チラシとポケットティッシュ等を来場者へ 

配布した。 
【試合概要】 
２０１６－１７ Ｖ・チャレンジリーグⅠ フォレストリーヴズ熊本 戦 

日 時 平成２９年１月２８日（土） １５時開始 

場 所 仙台市青葉体育館 

※今年のインターハイでは，宮城県で女子バレーボール競技が行われる。 

 ＜期  間＞ 平成２９年７月２８日（金）～８月１日（火） 

＜会  場＞ セキスイハイムスーパーアリーナ（利府町），利府町総合体育館（利府町） 

       多賀城市総合体育館（多賀城市）                                        
 

 

 （担当：全国高校総体推進室） 
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９ 

 

 

 

 

 

○「みやぎっ子ルルブルフォーラム」を開催 

子供の基本的生活習慣の確立に向けて，ルルブル（しっかり寝ル・きちんと食べル・よく 

遊ブで健やかに伸びル）の大切さを広く県民に発信するため，みやぎっ子ルルブルフォー 

ラムを開催した。 

 

【概 要】 

 期 日 平成２９年１月２９日（日） 

会 場 夢メッセみやぎ・西館ホール 

内 容 平成２８年度みやぎっ子ルルブル推進優良活動団体表彰 

平成２８年度小学生ルルブルポスターコンクール表彰 

ルルブル登録会員取組紹介：株式会社オイルプラントナトリ 常務取締役 星野豊氏 

     基調講演：「ルルブルのススメ」 東北大学加齢医学研究所所長・川島隆太教授  

     特別対談：「ルルブル子育て ～元気な子どもを育てる“まほうの言葉”～」 

くわばたりえさん（クワバタオハラ） × 川島隆太教授                          

参加者 約３６０名                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当：教育企画室） 

 

 



- 7 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０ 

○「生涯スポーツ・体力つくり全国会議２０１７」を開催 

  スポーツ立国の実現に向けて，スポーツに関連する様々な人々が一堂に会し，研究協議 

や意見交換を通して今後のスポーツ推進方策を検討するため，スポーツ庁をはじめとする 

関係機関の主催により，「生涯スポーツ・体力つくり全国会議２０１７」を開催した。 

 

【概 要】 

  開催日 平成２９年２月３日（金）   

会 場 仙台サンプラザホール・ホテル 

  テーマ 「スポーツの更なる発展に向けて～スポーツの力を生かす～」 

  内 容 

（１）オープニング・表彰式（体力つくり優秀組織表彰）   

※村井知事による歓迎挨拶 

  （２）シンポジウム 

コーディネーター：友添秀則氏（早稲田大学スポーツ科学学術院教授） 

パネリスト：朝原宣治氏（大阪ガス(株)近畿圏部地域活力創造チームマネージャー， 

一般社団法人アスリートネットワーク副理事長） 

   澤田智洋氏（世界ゆるスポーツ協会代表理事） 

   髙﨑尚樹氏（(株)ルネサンス取締役専務執行役員ヘルスケア事業担当新業態・新規事業担当） 

村松淳司氏（東北大学多元物質科学研究所所長・教授） 

（３）分科会 

     第１分科会「地方スポーツ推進計画の成果とスポーツ推進委員のこれからの役割や課題」 

     第２分科会「高齢者のスポーツ未実施者をいかに誘うか～掘り起こし，継続させる新たな 

試み～」 

     第３分科会「地方包括ケアシステムにおけるスポーツ・運動の活用とソーシャル・キャピ 

タルの醸成」 

     第４分科会「障がい者スポーツ施設利用の拡大に向けて」 

  参加者 約８００名                                       

 

 

（担当：スポーツ健康課） 

 

 











H28.3月末 H28.9月末 H28.10月末 H28.11月末 H28.12月末 H29.1月末 前年同月
増減

(当月－前年同
月）

99.0% 46.4% 68.8% 85.8% 92.4% 94.8% 93.8% 1.0%

99.3% 48.5% 72.1% 88.6% 94.1% 96.0% 94.6% 1.4%

98.6% 43.8% 64.6% 82.2% 90.1% 93.3% 92.7% 0.6%

97.7% － 74.9% － － － － －

内訳

卒業者 19,753 20,112 20,088 20,046 20,033 20,020 19,779 241

進学希望者 14,706 14,972 15,071 15,077 15,111 15,093 14,767 326

臨時的仕事希望者 192 41 51 88 130 151 149 2

進路未定者 48 158 125 107 61 52 57 -5

就職希望者 4,807 4,941 4,841 4,774 4,731 4,724 4,806 -82

県内 3,895 4,174 4,031 3,925 3,864 3,853 3,919 -66

県外 912 767 810 849 867 871 887 -16

職安・学校紹介 4,209 4,037 4,123 4,121 4,134 4,116 4,221 -105

縁故・自営 235 188 207 214 206 221 204 17

公務員 363 716 511 439 391 387 381 6

就職内定者 4,760 2,295 3,331 4,097 4,371 4,480 4,509 -29

県内 3,854 1,776 2,631 3,301 3,538 3,621 3,641 -20

県外 906 519 700 796 833 859 868 -9

職安・学校紹介 4,178 2,221 3,165 3,643 3,864 3,935 4,014 -79

縁故・自営 232 65 96 133 156 179 166 13

公務員 350 9 70 321 351 366 329 37

就職未内定者 47 2,646 1,510 677 360 244 297 -53

70 3,933 824 563 278 146 177 -31

【概況】　※（　）内は前年同月
① 就職内定率 ：　　　　　　９４．８％（93.8%）

② 進路希望の割合状況： 進　学　 　７５．４％（74.7%）　 就　職　　２３．６％（24.3%）

② 割合状況 ： 臨時的仕事   ０．８％（ 0.8%）　 未　定　　  ０．３％（ 0.3%）

③ 就職希望者の割合　 ： 県　内　   ８１．６％（81.5%） 県　外　　１８．４％（18.5%）

④ 県内外の内定率　　　： 県　内　   ９４．０％（92.9%)　 県　外　　９８．６％（97.9%）

⑤ 内定者の割合　　　　 ： 県　内　   ８０．８％（80.7%）　 県　外　　１９．２％（19.3%）

⑥ 学科別内定率　　　   

⑦地域別内定状況

⑧宮城労働局発表　県内求人倍率（１２月末現在）（職安学校紹介のみ，ただし支援学校・通信制含む）

平成２９年３月高等学校卒業予定者の就職内定状況（１月末現在）

全国平均

内
訳

内
訳

内定率

月間受験者数

男子

女子

２３年３月卒 ２４年３月卒 ２５年３月卒 ２６年３月卒 ２７年３月卒 ２８年３月卒 ２９年３月卒

県内求人数 3,736 4,738 6,722 7,685 9,185 9,575 9,978
県内求職者数 3,683 3,042 3,532 3,549 3,424 3,454 3,362
求人倍率 1.01 1.56 1.90 2.17 2.68 2.77 2.97

学科別内定率 普通科 農業科 工業科 商業科 水産科 家庭科 福祉科 その他 総合学科

平成28年度 92.6% 96.4% 99.3% 95.3% 93.4% 85.0% 82.6% 95.2% 95.3%

平成27年度 90.2% 94.7% 98.2% 96.5% 95.0% 92.2% 80.0% 86.7% 95.8%

地域別内定率 仙台 大和 石巻 塩釜 古川 大河原 白石 築館 迫 気仙沼

平成28年度 93.6% 97.5% 93.8% 95.1% 96.1% 91.9% 96.9% 97.9% 97.8% 98.3%

平成27年度 92.4% 98.1% 90.9% 91.3% 96.6% 93.3% 96.7% 96.5% 93.8% 97.4%

資料配付（３）
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